
番
号

投稿
形式

件名

内容

防災無線で17時に何故発信されているのですか。
18時にも発信して頂けませんか。
たつがしら公園で18時くらいまで遊子ども達が多くい
ます。
時計の設置を依頼しましたがダメでした。
見かけたら「18時になったで。帰ろか」と声かけてい
ます。

対応
等

防災無線の定時放送につきましては、防災無線システ
ムのメンテナンスの一環として実施しております。そ
のため、異常があった際の通報等が役場の開庁時間内
に行われるよう午後５時に実施しております。また、
放送時間について、長年定着したものでありますの
で、変更については考えておりません。以上、ご理解
賜りますようお願いいたします。

内容・対応など
（原則、原文のまま記載しています。）

令和  4年　３月分

意
見
フ
ォ
ー
ム

17時の
チャイム
について

①



番
号

投稿
形式

件名
内容・対応など

（原則、原文のまま記載しています。）

令和  4年　３月分

内容

百山の踏切からJR沿に設置中の新しい道についてで
す。JRの下をくぐる道との合流点で事故が起こる可能
性が高いと危惧しています。メイン道路は見通しが悪
く、かつJRをくぐる両側は坂道なので自転車は減速を
嫌います。新しい道も坂道です。せめて人専用でもい
いのでJR沿に高架歩道橋は作れなかったのですか？
横断歩道を作るとか信号を新設する…多分信号をつけ
てもまともに守られるとはおもえませんが…と言った
責任逃れの対策ではなくて、真に利用者の為になる対
策を、事故が起こる前に考えて欲しいです。返信は
「貴重なご意見ありがとうございます」ではなくて、
この交差点に関する行政の考えをお聞かせ願いたいと
思います。宜しくお願いします。

対応
等

当該交差点における交通安全対策につきましては、本
町といたしましても重要であると認識しており、過去
から高架歩道橋の設置につきましても検討いたしてお
りましたが、通行の支障とならない箇所に設置するに
は、鉄道敷の土地の一部を買収することが必要とな
り、課題も多くあることから、設置は困難であると考
えております。
本町における実施可能な対策といたしましては、現
在、当該交差点にかかる百山３号線（体育館前の道
路）にドットラインを設置いたしており、今後はメイ
ン道路の下り方面の坂道を通行される車両等に対し
て、車両や自転車、歩行者の方々が安全に通行できる
よう路面標示や啓発看板、横断指導線の設置などにつ
いて検討しております。
今後におきましても、引き続き効果的な対策について
検討し、適切な維持管理に努めてまいりますのでご理
解賜りますようお願い申しあげます。

意
見
フ
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ー
ム

新しい道
の交差点
について

②



番
号

投稿
形式

件名
内容・対応など

（原則、原文のまま記載しています。）

令和  4年　３月分

内容

大分市で自治委員制度が有るとの事です。
民生委員の様に手当が支払われるとの事です。
自治会は任意団体ですので全ての住人が参加していま
せん。
島本町も職員が少なく住人対応に応えてられていない
のではありませんか。
自治委員のご検討をお願いします。
自治会長は、住民がよりよい生活を送るためにその地
域で暮らす人々で結成された任意の団体（自治会、町
内会、区など）の代表者です。
自治委員とは、大分市長が委嘱している非常勤特別職
の公務員です。市政と住民とのパイプ役として、市の
事務事業へ協力することが求められます。

対応
等

自治委員制度につきましては、その地域で暮らす人々
で結成された任意団体である自治会・町内会の長や区
長などが自治体の長から委嘱され行政事務などの協力
を行っているものと認識しています。
一方で、近年では、総務省において地方公務員法の改
正により、特別職非常勤の任用について厳格化が図ら
れるなど、本制度を廃止する自治体があることについ
ても聞き及んでいるところです。
なお、任意団体の長等への協力体制については、多種
多様であるものと認識しており、町では、本制度に類
似する協力については、町内の自治会で組織する自治
会長連絡協議会を通して体制を構築しているところで
す。
いずれにいたしましても、本町といたしましては、地
方公務員法の趣旨を踏まえると、本制度の導入は困難
であるものと考えております。

③

意
見
フ
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ー
ム

自治委員
について

※①③については、同一人物からの申し出です


